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○豊中市火災予防条例施行規則 

昭和３７年８月１０日 

規則第２４号 

（目的） 

第１条 この規則は，豊中市火災予防条例（昭和３７年豊中市条例第１６号。以下「条例」

という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（標識及び掲示板等） 

第２条 条例第８条の３第１項及び第３項，第１１条第１項第５号及び第３項，第１１条の

２第２項，第１２条第２項及び第３項，第１３条第２項及び第４項，第１７条第３号，第

２３条第２項及び第３項第２号，第３１条の２第２項第１号，第３３条第３項，第３４条

第２項第１号並びに第３９条第４号の規定による標識及び掲示板等の様式は，別表に掲げ

る規格により消防長の定めるところによる。 

（危険物品等） 

第３条 条例第２３条第１項の規定による火災予防上危険な物品（次項において「危険物品」

という。）は，次に掲げるものとする。ただし，通常携帯する範囲で軽易なものを除く。 

(１) 消防法（昭和２３年法律第１８６号）別表に掲げる危険物及び条例別表第８に掲げ

る可燃性固体類及び可燃性液体類 

(２) 一般高圧ガス保安規則（昭和４１年通商産業省令第５３号）第２条第１号に定める

可燃性ガス及び冷凍保安規則（昭和４１年通商産業省令第５１号）第２条第１号に定め

る可燃性ガス 

(３) 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第２条第１項に掲げる火薬類 

(４) マツチ 

２ 条例第２３条第１項ただし書の規定により喫煙等の許可を受けようとする者は，当該行

為を行う日の５日前までに，喫煙・裸火の使用・危険物品の持込み許可申請書２通を消防

長に提出しなければならない。 

（指定催しの通知） 

第４条 条例第４２条の２第３項の規定による通知は，指定催しの指定通知書により行うも

のとする。 

（火災予防上必要な業務に関する計画の提出） 

第５条 条例第４２条の３第２項の規定により指定催しを主催する者は，火災予防上必要な

業務に関する計画提出書２通を所轄消防署長（以下「署長」という。）に提出しなければ
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ならない。 

（防火対象物の使用開始の届出） 

第６条 条例第４３条の規定により防火対象物の使用開始について届出を行う者は，防火対

象物使用開始届出書（棟数が２以上のときは，防火対象物棟別概要書を含む。）２通を消

防長に提出しなければならない。 

（火を使用する設備等の設置等の届出） 

第７条 条例第４４条の規定により同条各号に掲げる火を使用する設備等の設置について

届出を行う者は，設置の日の５日前（同条第１５号に掲げる設備にあっては，設置の日の

３日前）までに，次の各号に掲げる設備等の区分に応じ，当該各号に定める届出書それぞ

れ２通を消防長に提出しなければならない。届出事項（第５号を除く。）を変更しようと

するときも，同様とする。 

(１) 条例第４４条第１号から第６号まで，第７号の２，第８号及び第８号の２の規定に

よる設備 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・ヒートポ

ンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置（変更）届出書 

(２) 条例第４４条第７号の規定による設備 サウナ設備設置（変更）届出書 

(３) 条例第４４条第９号から第１３号までの規定による設備 変電設備・急速充電設

備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備設置（変更）届出書 

(４) 条例第４４条第１４号の規定による設備 ネオン管灯設備設置（変更）届出書 

(５) 条例第４４条第１５号の規定による設備 水素ガスを充塡する気球の設置届出書 

（劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇，映画その他の催物の開催等の届出） 

第８条 条例第４５条第１項の規定により同項各号に掲げる行為について届出を行う者は，

当該行為を行う日の３日前までに，次の各号に掲げる行為の区分に応じ，当該各号に定め

る届出書それぞれ２通を消防長に提出しなければならない。 

(１) 条例第４５条第１項第１号の規定による行為 催物開催届出書 

(２) 条例第４５条第１項第２号の規定による行為 工事を施行するための現場に設け

る事務所等の届出書 

２ 条例第４５条第２項の規定により同項各号に掲げる行為について届出を行う者は，当該

行為を行う日の３日前までに，次の各号に掲げる行為の区分に応じ，当該各号に定める届

出書それぞれ２通を署長に提出しなければならない。ただし，同項第１号及び第３号に掲

げる行為については，前日までとし，やむを得ない場合に限り口頭により行うことができ

るものとする。 
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(１) 条例第４５条第２項第１号の規定による行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を

発するおそれのある行為の届出書 

(２) 条例第４５条第２項第２号の規定による行為 煙火打上げ仕掛届出書 

(３) 条例第４５条第２項第３号の規定による行為 水道断・減水届出書 

(４) 条例第４５条第２項第４号の規定による行為 道路工事等届出書 

(５) 条例第４５条第２項第５号の規定による行為 露店等の開設届出書 

（通信ケーブル等の設置の届出） 

第９条 条例第４５条の２第１項の規定により指定洞
とう

道等への通信ケーブル又は電力ケー

ブル（以下「通信ケーブル等」という。）の敷設について届出を行う者は，当該工事に着

手する日の７日前までに次に掲げる図書を添付して指定洞
とう

道等届出書２通を署長に提出

しなければならない。 

(１) 指定洞
とう

道等の経路及び出入口，換気口等の位置を記載した経路概略図 

(２) 指定洞
とう

道等に敷設する通信ケーブル等，消火設備，電気設備，換気設備，連絡電話

設備，排水設備，防水設備，金物設備その他の主要な物件の概要書及び位置図 

(３) 指定洞
とう

道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書 

ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。 

イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に

関すること。 

ウ 火災発生時における延焼拡大防止，早期発見，初期消火，通報連絡，避難，消防隊

への情報提供等に関すること。 

エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。 

オ その他安全管理に関すること。 

２ 条例第４５条の２第２項に規定する重要な変更とは，指定洞
とう

道等の経路の変更，出入口，

換気口等の新設又は撤去，通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理

対策等の大幅な変更等とする。 

３ 条例第４５条の２第２項において準用する同条第１項の規定により届出事項の重要な

変更について届出を行う者は，当該変更しようとする日の７日前までに，変更事項に係る

図書を添付して，指定洞
とう

道等届出事項変更届出書２通を署長に提出しなければならない。 

（指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱い等の届出） 

第１０条 条例第４６条の規定により指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いについて

届出を行う者は，当該行為を行う日の７日前までに指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱
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い届出書２通を消防長に提出しなければならない。届出事項を変更しようとするときも，

同様とする。 

２ 前項の規定は，指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いを廃止する場合について準用

する。 

（水張検査等） 

第１１条 条例第４７条の規定により指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し，又は

取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査（以下「水張検査等」という。）を受けようとす

る者は，当該タンク部分に配管その他の附属設備を取り付ける前に，タンク検査申請書２

通を消防長に提出しなければならない。 

２ 消防長は，前項の水張検査等を行った結果，当該タンクが条例第３１条の４第２項第１

号，第３１条の５第２項第４号，第３１条の６第２項第２号及び第３３条第３項に規定す

る基準に適合していると認めるときは，当該水張検査等を申請した者にタンク検査済証を

交付しなければならない。 

（公表の対象となる防火対象物及び違反の内容） 

第１２条 条例第４７条の４第３項の市規則で定める公表の対象となる防火対象物は，消防

法施行令（昭和３６年政令第３７号）別表第１(１)項から(４)項まで，(５)項イ，(６)項，

(９)項イ，(１６)項イ，（１６の２）項及び（１６の３）項に掲げる防火対象物で，消防

法第１７条第１項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備，スプリンクラー

設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち，消防法第４条第１項の

規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたも

のとする。 

２ 条例第４７条の４第３項の市規則で定める公表の対象となる違反の内容は，前項の防火

対象物に屋内消火栓設備，スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない

こととする。 

（公表の手続） 

第１３条 条例第４７条の４第１項の公表は，前条第１項の立入検査の結果を通知した日か

ら１４日を経過した日において，なお，当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認めら

れる場合に，当該違反が是正されたことを確認できるまでの間，市のホームページへの掲

載により行う。 

２ 前項に規定する方法により公表する事項は，次に掲げるものとする。 

(１) 前条第２項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地 
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(２) 前条第２項に規定する違反の内容（当該違反が認められた防火対象物の部分を含

む。） 

(３) その他消防長が必要と認める事項 

（申請書等の様式） 

第１４条 この規則による申請書，届出書及び検査済証の様式については，消防長が定める。 

（施行の細目） 

第１５条 この規則の施行について必要な事項は，消防長が定める。 

附 則 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ 豊中市危険物保安条例施行規則（昭和２６年豊中市規則第４号），危険物取扱主任者試

験規則（昭和２６年豊中市規則第５号）及び映写技術者試験規則（昭和２６年豊中市規則

第６号）は，廃止する。 

附 則（昭和３９年１０月１０日規則第３４号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和４０年１１月１日規則第２９号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和４３年４月１日規則第１９号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和４８年７月１日規則第３０号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和５７年４月１日規則第１４号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年１２月２０日規則第５３号） 

この規則は，昭和６０年１月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年４月１日規則第１７号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２年５月１７日規則第２８号） 

この規則は，平成２年５月２３日から施行する。 

附 則（平成４年４月１日規則第２１号） 

この規則は，平成４年７月１日から施行する。 

附 則（平成１６年４月１日規則第４４号） 
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この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年１０月１日規則第６２号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年１２月１日規則第６７号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２３日規則第１号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年１１月３０日規則第１４０号） 

この規則は，平成２４年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２６年８月８日規則第６４号） 

この規則は，平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年９月２９日規則第１１４号） 

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１２月２２日規則第８９号） 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２９日規則第３０号） 

この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年６月２９日規則第５２号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

別表 

種別 標識又は掲示板等の規格 

記載事項 色 大きさ 

地 文字 幅 セン

チメート

ル以上 

長さ セ

ンチメー

トル以上 

燃料電池発電設備

（条例第８条の３第

１項及び第３項） 

燃料電池発電設備，燃料電池

発電所又は燃料電池発電室

である旨 

白 黒 １５ ３０ 

変電設備（条例第１

１条第１項第５号及

び第３項） 

変電設備，変電所又は変電室

である旨 

白 黒 １５ ３０ 
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急速充電設備（条例

第１１条の２第２

項） 

急速充電設備である旨 白 黒 １５ ３０ 

発電設備（条例第１

２条第２項及び第３

項） 

発電設備，発電所又は発電室

である旨 

白 黒 １５ ３０ 

蓄電池設備（条例第

１３条第２項及び第

４項） 

蓄電池設備又は蓄電池室で

ある旨 

白 黒 １５ ３０ 

水素ガスを充てんす

る気球の掲揚場所

（条例第１７条第３

号） 

立入を禁止する旨 白 黒 ３０ ６０ 

喫煙等禁止場所（条

例第２３条第２項） 

「禁煙」，「火気厳禁」又は

「危険物持込み厳禁」 

赤 白 ２５ ５０ 

喫煙所（条例第２３

条第３項第２号） 

「喫煙所」 文字は鮮明度を損

なわない範囲で自

由 

１０ ３０ 

指定数

量未満

の危険

物貯

蔵・取扱

場所（条

例第３

１条の

２第２

項第１

号） 

移

動

タ

ン

ク

以

外 

各類共通 貯蔵し，又は取り扱っている

旨 

白 黒 ３０ ６０ 

類・品名・最大数量・防火の

責任者 

白 黒 ３０ ６０ 

第１類の

うちアル

カリ金属

の過酸化

物若しく

はこれを

含有する

もの又は

第３類の

「禁水」 青 白 ２５ ５０ 
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うち禁水

性物品 

第２類

（引火性

固体を除

く。） 

「火気注意」 赤 白 ２５ ５０ 

第２類の

うち引火

性固体，

第３類の

うち自然

発火性物

品，第４

類又は第

５類 

「火気厳禁」 赤 白 ２５ ５０ 

移動タンク 移動タンクにより貯蔵し，又

は取り扱っている旨・類・品

名・最大数量 

白 黒 ３０ ５０ 

「危」 黒 黄 ３０ ３０ 

指定可

燃物等

貯蔵・取

扱場所

（条例

第３３

条第３

項・第３

４条第

２項第

１号） 

移

動

タ

ン

ク

以

外 

各類共通 貯蔵し，又は取り扱っている

旨 

白 黒 ３０ ６０ 

品名・最大数量・防火の責任

者 

白 黒 ３０ ６０ 

「整理整頓」 白 黒 ２５ ５０ 

可燃性固

体類可燃

性液体類 

「火気厳禁」 赤 白 ２５ ５０ 

上記以外

の品名 

「火気注意」 赤 白 ２５ ５０ 

移動タンク 移動タンクにより貯蔵し，又

は取り扱っている旨・品名・

白 黒 ３０ ５０ 
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最大数量 

「指定可燃物」 黒 黄 ３０ ５０ 

劇場等（条例第３９

条第４号） 

定員数 青 黒 ２５ ３０ 

満員である旨 赤 青 ２５ ５０ 

 


